
2013人事院勧告にかかる自治労県本部声明

〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕
　人事院は8月8日、今年度の人事院勧告を行い、官民格差が76円（0.02％）と小さいこ
とから月例給の改定を行わないこと、一時金についても民間と均衡していることから
改定を行わないことを報告した。また、雇用と年金の確実な接続の方法として当面位
置づけられた再任用職員の給与水準についても具体的な措置が見送られるなど、物価
下落のもとで勧告を保留した1954年以来の「勧告事項なし」となった。
　これまで実質賃金の引下げが続き、さらには多くの自治体単組において、今年7月か
ら国による不当な交付税削減を背景にした賃金カットが強行された中で、公務労働者
の積極的な賃上げを勧告しなかったことは遺憾である。加えて、発災から2年半が経過
し、深刻な労働荷重が続く職場の超勤縮減の方策や、メンタルヘルス対策の強化など
の検討について一切触れられていないことは、極めて不十分と言わざるを得ない。
　他方、現在行われている特例減額の終了後（14年4月以降）をにらんだ「国家公務員
の賃金制度の総合的な見直し」の考え方を表明し、「50歳台後半層の水準を中心とし
た給与カーブの見直し」、「地域における官民給与の実情を踏まえた給与の見直し」、
「人事評価制度の適切な実施と給与への反映」、「技能・労務関係職種の賃金・諸手
当の見直し」等について検討することを報告した。昨年検証を終えたばかりの地域間
配分の考え方を再び検討の俎上に載せてきたほか、今までになかった職位による民間
賃金との比較検討など、新たな比較方法を持ち出して較差を編み出そうとするその手
法は、公務労働者の賃金水準のさらなる引き下げを目的とした極めて恣意的な内容で
あると言わざるを得ない。
　さらに、公務員制度改革についてもILOの過去8回にわたる勧告を無視し続け、「未
だ国民理解が得られていない」として、むしろ後退の見解を示したことも極めて問題
である。
　１日も早い被災地の復興に向けて日々奮闘する私たちにとって、安心して復興に専
念できる賃金・労働条件の改善は不可欠である。私たち岩手県本部に結集する仲間は、
地域の公共サービスに従事するすべての労働者の生活と公共サービスの充実をはかる
とともに、「自律的労使関係」の構築に向けて、県人事委員会勧告闘争、2013確定闘
争、現業・公企統一闘争の前進に向け、全単組の結集で県本部組織の総力を挙げて取
り組みを進めていく。

　　２０１３年８月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治労岩手県本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　執行委員長　齋藤　健市

　

月
例
給
・
一
時
金
が
2
年
連

続
で
「
改
定
な
し
」
と
な
っ
た

ほ
か
、
雇
用
と
年
金
の
接
続
に

向
け
た
再
任
用
者
の
給
与
制
度

に
つ
い
て
も
、
民
間
実
態
が
把

握
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
具

体
措
置
が
見
送
ら
れ
た
た
め

「
勧
告
事
項
な
し
」
と
な
っ

た
。

　

一
方
、
「
給
与
制
度
の
総
合

的
見
直
し
」
の
報
告
は
、
「
半

世
紀
ぶ
り
の
改
革
」
と
称
さ
れ

た
前
回
の
給
与
構
造
改
革
の
経

過
措
置
終
了
か
ら
２
年
し
か
経

過
し
て
お
ら
ず
、
極
め
て
拙
速

な
見
解
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

　

こ
の
中
で
は
、
50
歳
台
後
半

層
の
更
な
る
給
与
見
直
し
（
世

代
間
配
分
の
見
直
し
）
や
、
民

間
賃
金
水
準
の
低
い
地
方
と
の

2013人勧

月
例
給
・一
時
金
と
も
に
据
え
置
き

再
任
用
給
与
の
具
体
措
置
も
見
送
り

官
民
給
与
差
を
特
化
し
て
比
較

し
た
給
与
水
準
見
直
し
（
地
域

間
配
分
の
見
直
し
）
に
つ
い
て

触
れ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
人
事

評
価
制
度
の
昇
給
反
映
や
、
行

政
職
（
二
）
表
が
適
用
さ
れ
て

い
る
自
動
車
運
転
手
や
守
衛
等

の
給
与
見
直
し
を
検
討
す
る
こ

と
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

公
務
員
人
件
費
削
減
を
も
く

ろ
む
政
府
圧
力
が
背
後
に
透
け

て
見
え
る
か
の
人
事
院
の
姿
勢

は
、
第
三
者
機
関
と
し
て
の
機

能
を
失
し
て
お
り
、
憤
り
を
禁

じ
得
な
い
。

　

た
た
か
い
は
県
人
事
委
員
会

勧
告
を
巡
る
ス
テ
ー
ジ
に
進

む
。
県
本
部
・
単
組
一
丸
と
な

っ
て
公
務
員
労
働
者
の
賃
金
水

準
確
保
に
向
け
た
た
た
か
い
を

強
化
し
よ
う
。

　

人
事
院
は
本
日
８
日
、
内
閣
総
理
大
臣
と
衆
参
両
院
議
長
に
対
し
て
、
今
年
度
の
人
事
院
勧
告
を
行
い
、
昨

年
に
引
き
続
い
て
官
民
給
与
が
均
衡
し
て
い
る
と
し
て
、
月
例
給
・
一
時
金
と
も
に
改
定
を
行
わ
ず
据
え
置
く

こ
と
を
報
告
し
た
。
一
方
、
「
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
」
と
し
て
、
地
域
間
や
世
代
間
の
給
与
配
分
の
あ

り
方
、
人
事
評
価
の
給
与
へ
の
反
映
、
技
能
・
労
務
関
係
職
員
の
給
与
の
見
直
し
等
に
つ
い
て
、
来
年
度
か
ら

検
討
に
着
手
す
る
考
え
を
表
明
し
た
。

「給与制度の総合的見直し」を報告

2013年人事院勧告・報告について

Ⅰ　本年の給与等に関する報告のポイント

　月例給、ボーナスともに改定なし 
① 月例給の較差について、給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額
　前の較差を算出し、併せて減額後の較差も算出
・減額支給措置は民間準拠による改定とは別に東日本大震災に対処するため、本年度
末までの間、臨時特例として行われているものであることを踏まえ、昨年同様、減
額前の較差に基づき給与改定の必要性を判断
・減額前の較差（0.02％）が極めて小さく、俸給表等の適切な改定が困難であることか
ら月例給の改定は見送り

② 公務の期末・勤勉手当（ボーナス）の支給月数は、民間と均衡しており、改定なし
・上記給与減額支給措置が行われていることを勘案
　　　給与制度の総合的見直し 
　減額支給措置終了後に、俸給表構造、諸手当の在り方を含む給与制度の総合的見直し
を実施できるよう準備に着手
 ① 民間の組織形態の変化への対応
 ② 地域間の給与配分の見直し
 ③ 世代間の給与配分の見直し
 ④ 職務や勤務実績に応じた給与

Ⅱ　民間給与との較差に基づく給与改定

約12,500民間事業所の約49万人の個人別給与を実地調査（完了率88.6％）
＊民間給与を広く把握し、公務員給与に反映させるため、本年から調査対象を全産業　
　に拡大

＜月例給＞
○ 月例給の較差（給与減額支給措置による減額前）　　76円　0.02％
　　　　　　　 （給与減額支給措置による減額後）29,282円　7.78％
　　　　　　　　　　行政職俸給表（一）…現行給与（減額前）405,463円　平均年齢43.1歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（減額後）376,257円
○ 官民較差が極めて小さく俸給表及び諸手当の適切な改定を行うことが困難であることか
　ら、月例給の改定は行わない
＜ボーナス＞　
○ 公務の支給月数（現行3.95月（減額前））は、民間の支給割合（3.95月）と均衡してお
　り、改定は行わない
Ⅲ　給与制度の総合的見直し
○ 民間の組織形態の変化への対応
　部長、課長、係長等の間に位置付けられる従業員についても来年から官民比較の対象と
する方向で検討
○ 地域間の給与配分の在り方
　地域の公務員給与が高いとの指摘。地域における官民給与の実情を踏まえ、更なる見直
しについて検討
＊ 民間賃金水準の低い全国１/４の12県の官民較差と全国の較差との率の差は実質的に２ポ
　イント台半ば
○ 世代間の給与配分の在り方
　地域間給与配分の見直しと併せて、民間賃金の動向も踏まえ、50歳台、特に後半層の水
準の在り方を中心に給与カーブの見直しに向けた必要な措置について検討
○ 職務や勤務実績に応じた給与
　・ 人事評価の適切な実施と給与への反映
　　　人事評価の適切な実施が肝要。昇給の効果の在り方等について検討
　・ 技能・労務関係職種の給与の在り方
　業務委託等により行政職（二）職員の削減が一層進められることが必要。直接雇用が必
要と認められる業務を担当する職員を念頭に民間の水準を考慮した給与の見直しを検討

　・ 諸手当の在り方　公務の勤務実態や民間の手当の状況等を踏まえ必要な検討0
＊ 給与構造改革における昇給抑制の回復
　平成26年４月１日の昇給回復は、45歳未満の職員を対象とし、最大１号俸上位の号
俸に調整

Ⅳ　雇用と年金の接続
○ 雇用と年金の確実な接続のための取組
　　・ 職員に対する周知、希望聴取
　　・ 再任用職員の能力と経験をいかせる職務への配置等
　　・ 再任用に関する苦情への対応
　　・ 高齢期雇用を契機とした人事管理及び行政事務の執行体制の見直し等
○ 再任用職員の給与
・ 再任用職員の俸給水準や手当の見直しについては、公的年金が全く支給されない民間
　再雇用者の給与の実態を把握した上で、再任用職員の職務や働き方等の実態等を踏ま
え検討
・ 民間では、公的年金が全く支給されない再雇用者の給与水準を一部支給される再雇用
者の給与水準から変更しない事業所が多く、転居を伴う異動の場合に単身赴任手当を
支給する事業所が大半

＊ 年金支給開始年齢が62歳に引き上げられる平成28年度までには、再任用の運用状況を随
　時検証しつつ、本院の意見の申出（平成23年）に基づく段階的な定年の引上げも含め再
検討がなされる必要

二
〇
一
三

人
事
院
勧
告

特　

集　

号

月２回刊＝号外
2013 年8月8日　発行
発行日　毎月 15日30日

発　行　所
盛岡市内丸10番1号
岩 手 県 庁 内
岩手県職員労働組合
印　刷　所

盛岡市上田二丁目17 - 4
有限会社　ジロー印刷企画

一部　40円
組合員購読料は組合費に含む

（1） 2013年8月8日 岩　　　手　　　県　　　職　　　労 （昭和34年４月1日第三種郵便認可）　号　外


